
 本日ここに、令和４年度一般会計予算案をはじめとする重要諸案件を提案し、ご審議をお願いするに当

たり、新年度の重点施策を中心に所信を申し上げ、議員並びに市民の皆様方のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

 

令和４年度の重要諸案件について、その概要をご説明申し上げます。 

令和４年度は、コロナとの戦いに総動員で立ち向かうと同時に、ポストコロナ時代を見据えた未来社会を

考え、これまで取り組んできた市政改革をより加速させ、市民のみなさまが住みやすく、そして多くの方々

から選ばれるまちの実現に向け、議員のみなさま、市民のみなさま、職員と手を取り合い、共に歩んでゆ

く所存でございます。 

令和４年度予算については、未だ新型コロナウイルス感染症の影響が継続し、収束の時期を明確に見通す

ことが難しい状況でありますことから、令和３年度に引き続き義務的及び継続的な経費を中心として計上

する一方で、新型コロナを起点とした社会全体の変革を的確に捉え、新しい一歩を踏み出すことに重点を

置いた予算配分を行いました。 

それでは、一般会計歳入歳出予算の概要につきましてご説明申し上げます。 

まず、歳入の部でございます。 

歳入の根幹をなす市税におきましては、個人市民税が納税義務者や個人所得の減少に伴い対前年度比で約

１億３千４百万円の減となる一方、法人市民税は、企業収益の回復により対前年度比で約５億３千５百万

円の増額となります。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等に対する事業用家屋・

償却資産に係る軽減措置の終了や、家屋の新増築等により固定資産税については対前年度比で約１０億４

千１百万円の増となります。市税全体といたしましては、前年度予算比で約１５億９千３百万円の増の５

２３億３，６２０万５千円を計上いたしました。 

次に、地方交付税につきましては、令和３年度交付決定額に児童相談所設置に伴う増額を加味したうえで、

地方財政計画に基づく推計を行い、総額で１７６億円、前年度予算に比して３５億円の増といたしており

ます。 

続いて、国・県からの交付金につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて設けられた中小

事業者等に対する固定資産税及び都市計画税の軽減措置に対する補てんである新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補てん特別交付金が３億６千万円減となるものの、新型コロナウイルス感染症の影響で落

ち込んでいた消費の回復により地方消費税交付金が６億円の増、企業収益の回復等により法人事業税交付

金が１億３千万円の増となり、その他の交付金を合わせた全体では１１０億４，３０６万円となり、前年

度に比べ約３億７千万円の増額としております。 

次に、国庫支出金は、児童相談所開所に伴います児童入所施設措置費等国庫負担金等の増はあるものの、

新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金や街路事業等に係る社会資本整備総合交付金の減などによ

りまして、総額で２９０億８，８７１万９千円、前年度予算比で約５億７千７百万円の減額としておりま

す。 

続いて、県支出金につきましては、老人福祉施設等施設整備費補助金や参議院議員選挙費委託金の増など

により、前年度に比して約７億２千７百万円の増、総額で１０２億３，７２９万９千円としております。 

次に、市債につきましては、臨時財政対策債が前年度比で４７億円の減となるほか、西大寺駅北口駅前広

場街路整備事業や子どもセンター建設事業などの大型事業が完了もしくはピークを過ぎたことにより減と

なり、前年度に比べ約６０億９千５百万円減の、９３億５，２５０万円とした次第でございます。 

続きまして、歳出の部でございます。 

まず、義務的経費でございますが、人件費につきましては、退職者数の増加に伴う退職手当の増により、
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前年度に比べ３億７千万円の増となっております。一方で、定員適正化の推進や、期末手当の支給率の減

などにより、人件費総額といたしましては、対前年度比約１億２千５百万円減の、２６１億４，９７６万

３千円を計上いたしました。 

扶助費につきましては、児童手当や生活保護費については減少するものの、障害者自立支援サービス給付

費及び障害児通所支援給付費の増加、新型コロナウイルス感染症入院患者等に係る医療費の増等を見込み、

前年度予算に比して約７億２千４百万円増の、３３６億３，４５３万４千円といたしました。 

また、公債費につきましては、元金償還額におきまして、臨時財政対策債が約２億６千８百万円の増とな

るものの、猶予特例債の償還が終了することによる約５億６百万円の減や、建設地方債償還額の減などか

ら、元金の総額としては約５億１千４百万円の減となります。また、利子支払額につきましても、借入利

率の低減等により約２億１千５百万円の減となり、公債費の総額といたしましては、前年度予算に比べ、

約７億２千９百万円の減額となる、１７４億９，９７７万５千円を計上しております。 

次に、投資的経費についてでございます。本庁舎北棟長寿命化整備事業や柏木公園の整備、鴻ノ池運動公

園の整備など新たに取り組む事業もあるものの、先ほど市債の部でも申し上げたとおり西大寺駅北口駅前

広場街路整備事業や子どもセンター建設事業などの大型事業の減もあり、前年度予算に比べますと約２６

億９千５百万円減となり、７２億９，４５８万１千円を計上しました。 

続いて、その他の経費でございます。 

まず維持補修費ですが、建設から３６年以上経過する環境清美工場につきましては、今後新しいクリーン

センターが完成するまでの間、安全で安定したごみ処理を行うために、計画的な施設維持補修が必要なこ

とから８億円を計上し、維持補修費全体で前年度に比して約３億２百万円の増、総額で２３億５，４０７

万６千円といたしました。 

続いて、物件費につきましては、子どもセンター開所に伴う児童養護施設等措置経費や公立保育所の民営

化による民間保育所措置経費の増などにより、対前年度比約１９億７百万円増の２６２億１，７０４万２

千円といたしました。 

また、補助費等につきましては、戸籍住民基本台帳事務経費の減等によりまして、前年度比約１億９千５

百万円の減とし、１３９億９，３３７万円としております。 

以上によりまして、本市の新年度予算は、一般会計におきまして、前年度予算に比べまして、２億２千万

円、０．２％の減の１，３８６億２千万円としたところでございます。 

また、国民健康保険特別会計をはじめとする６特別会計におきましては、８０６億９，２５０万円を計上

し、次いで、公営企業会計におきましては、病院事業で２７億５，１５０万円、水道事業で１４１億８，

１００万円、下水道事業で１２８億６，６００万円計上し、これら全会計を合計いたしました奈良市全体

の財政規模といたしましては、２，４９１億１，１００万円となり、前年度の予算と比べまして、約５３

億４百万円、２．２％の増となった次第でございます。 

続きまして、具体的な施策についてご説明いたします。 

まず、新型コロナウイルス感染症への対応のための予算については、「医療提供体制の整備と感染拡大の

防止」、「市民・事業者等への支援」、「デジタル化・非接触社会への対応」、「新たなくらしと将来を

見据えた経済対策」という４つのテーマ別にその主要な施策をご説明いたします。 

一つ目のテーマ、医療提供体制の整備と感染拡大の防止に係るものでございます。まず、感染症の発症と

重症化を予防し、感染拡大抑制につなげるため、新型コロナウイルスワクチンの追加接種に係る費用を措

置いたします。 

また、休日夜間応急診療所における発熱外来専用の診療施設設置やドライブスルー検査、自宅療養者等へ

のサポートパックの配布や配食サービスを継続して行うとともに、休日夜間応急診療所内の感染症エリア
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の改修を行い、診療体制を強化してまいります。また、感染症患者の自宅待機や自宅療養時の健康観察や

診療など、適切な医療を提供するため、自宅待機者フォローアップセンターを継続して設置いたします。 

次に、保健所機能の強化に係る施策として、令和３年度に行っておりました夜間電話相談や受診調整、検

体搬送などの業務委託を継続して実施いたします。また、感染に対する不安、検査や受診方法などの新型

コロナウイルス感染症に関する一般健康相談の専用ダイヤルについて、新たに外部委託することによりま

して、さらに保健所業務の負担軽減を図ってまいります。 

また、学校や園、その他市の施設での感染対策、ごみ収集・処理活動や消防活動などを行うエッセンシャ

ルワーカーへの感染予防対策にも継続して力を注いでまいります。 

次に、二つ目のテーマ、市民・事業者等への支援に係るものとしましては、まず、災害時の市民等への支

援に係る施策として、新型コロナウイルス感染症の感染対策や、災害時における市民や事業者への支援情

報などを遠隔で即時更新できるデジタルサイネージを主要駅に設置し、より多くの方により多くの情報を

迅速に発信いたします。また、感染症の影響による外出自粛、生活環境の変化による精神的な不安を感じ

ている市民に対し、オンラインやメールによる心理カウンセリングを行い、自殺予防対策を図ってまいり

ます。 

続きまして、生活困窮者等に対する支援に係る施策として、ひとり親家庭や就学援助を受けている家庭等、

経済的に困窮されている子育て世帯を支援するため、フードバンク事業に加えまして、今年度に引き続き、

ふるさと納税によります寄附金なども活用してコメを購入し、年間を通して世帯あたり毎月５ｋｇ、一年

間で６０ｋｇを対象世帯に配布いたします。また、引き続き、子ども食堂や子どもに対する宅食等の支援

を行う民間団体等に対して、見守りが必要な児童等に食事の提供や見守り活動を実施するための費用を補

助いたします。 

続きまして、市民生活支援と地域経済活性化に係る施策として、農業生産者へのセミナー開催等による販

売力の強化や小売店や飲食店等とのマッチングによる流通を促進する事業の実施、コロナの影響により大

きな打撃を受けている中小企業対策として、商店街等が行う新しい生活様式に対応した事業や飲食店の売

上回復に貢献するイベント等の開催費用について支援いたします。 

また、妊婦の外出支援と事業者支援のため、タクシー利用割引券５００円券１０枚を引き続き妊娠届出者

に配布するとともに、感染症の影響に加え、燃油価格高騰の影響も受けながら、市民生活や経済活動を支

える重要なインフラとして運行しているタクシー事業者や路線バス運行事業者に対し、今後の事業継続の

一助となるように燃料費上昇分に見合った額を支援いたします。 

次に、三つ目のテーマ、デジタル化・非接触社会への対応に係るものとしましては、まず、市施設の通信

環境整備として、バンビーホームに Wi-Fi 環境を整備し、児童のタブレットによる学習環境を確保いたし

ます。 

続きまして、行政事務のデジタル化・オンライン化でございます。非接触による業務の効率化として、郵

送等で受け付けた申請書等を電子データに変換する「ＡＩ－ＯＣＲ」やホームページの機能充実のため自

動でＱ＆Ａ対応を行う「チャットボット」を導入するとともに、今後のオンライン申請の増加にも対応で

きるように、ＤＸ時代に応じたオンラインツールを集約したポータルサイト、いわゆる「デジタル市役所」

を構築いたします。また、マイナンバーカードの利用による、自宅のパソコンやスマホからの住民票や戸

籍等の証明書発行申請、手数料の支払いができる仕組みの構築、電子納税の対象税目の拡大、納付書へＱ

Ｒコードを付すことによるスマホ等からの納税を可能にいたします。 

さらに、現在紙媒体での閲覧となっている建築計画概要書をデジタル化することで電子地図を用いた閲覧

用検索システムを構築し、来庁者自身による検索、閲覧、写しの取得を可能とするほか、公園に関するデ

ータ、資料を整理・集約し、公園施設の損傷等をオンラインで通報できるシステムを構築いたします。ま
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た、共通基盤地図の更新を行ったうえで道路台帳図をデジタル化し、公開型ＧＩＳに搭載することにより、

窓口以外でも閲覧及び確認できるよう整備いたします。 

次に、四つ目のテーマ、新たなくらしと将来を見据えた経済対策に係るものでございます。新しい生活様

式に対応した働き方支援に係る施策として、まず、ひとり親をはじめとしたコロナ禍で就労機会を失った

方、経済的困窮が深刻な方などに対し、ＩＴエンジニアの育成に焦点を当てた学び直しを促進し、ＩＴ職

種への就労を引き続き支援いたします。また、主に都心部に立地する企業をさらに市内に誘致するため、

本市の働く場所としての優位性を発信し、引き続き企業誘致を推進するとともに、市内でのサテライトオ

フィスの設置に係る工事費などの初期費用を補助いたします。 

また、持続可能な社会の構築のための施策として、少子高齢化・人口減少に起因する問題に加え、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で地域コミュニティが希薄化し、様々な地域課題が顕在化している東部地域に

おいて、それらを打開するために、地域・官民連携の新たな社会モデルを月ヶ瀬地域で構築し、アフター

コロナを見据えた持続可能な地域社会の実現を目指します。 

以上が新型コロナウイルス感染症への対応のための予算でございます。 

次に、新型コロナウイルス感染症への対応予算以外の、主要な施策について、「安心して暮らせるまち」、

「子どもとともに育つまち」、「共に支えあうまち」、そして「新たな価値を生み出すまち」の４つのテ

ーマ別にご説明申し上げます。 

１つ目のテーマ、安心して暮らせるまちに係る具体的な施策としましては、非常時に備えた体制整備でご

ざいます。近年、豪雨・台風等による災害が多発しており、人命に直結する災害発生時の応急対応が重要

となっております。それらに対し、市民のみなさまを守る体制を充実させるため、災害時の情報伝達手段

として特に重要なものであります、防災スピーカーの親局の改修等を行い、迅速かつ適正に運用できるよ

う、災害時の情報伝達体制を整備します。また、防災活動拠点の機能強化としまして、防災センターと付

帯する防災倉庫を改修し、災害時の備蓄倉庫や避難者が発熱した際の隔離可能な個室等を整備いたします。

さらに、各地域の災害時の即応のための分散備蓄倉庫と広域で機動的運用を図る集中備蓄倉庫の整備、災

害時の停電対策として、学校給食で使用しているＬＰガスを活用するため指定避難所等へのＬＰガス発電

機の配備や、災害現場へも持ち運びができる可搬型ポータブル蓄電池の配備をいたします。これらの事業

の財源につきましては、財源上有利な、緊急防災・減債事業債を活用いたします。 

次に、２つ目のテーマ、子どもとともに育つまちに係る主要な施策でございます。 

教育環境の充実として、一条高等学校附属中学校の開校に合わせまして、中高一貫教育における文理統合

のＡｒｔｓＳＴＥＭ教育や議論のできる英語力の育成等、中高一貫教育ならではの６年間を見通したカリ

キュラム編成を行い、社会、世界につながる特色ある教育を研究・実践いたします。また、校舎建設につ

きまして、工程を見直したことにより、予算規模の変更はないものの改めて予算の組みなおしをいたしま

した。 

次に、増加傾向にある不登校の児童・生徒の学習支援や居場所となる場を確保し、「多様な学び」を担保

するため、現在運営しておりますＨＯＰ青山に続いて、旧あやめ池幼稚園舎を活用し、市西部にも公設フ

リースクール（ＨＯＰ）を開設いたします。 

次に、学校施設等の環境改善として、保育所等が行う散歩等の園外活動の安全を確保するため、キッズ・

ゾーンの整備を進めます。 

続きまして、若い世代等が安心して子育てができる環境を整え、魅力的な公園が身近にあり、公園が市民

の庭となるようなまちを目指す施策として、まず、子どもセンターを含むエリア全体の魅力向上と地域活

性化のため、柏木公園を整備いたします。また、地域のニーズに沿った公園づくりを進めるため、公園マ

ネジメントワークショップを開催し、地域課題の掘り起こし、利活用のアイデアの創出を図ります。さら
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に、市内各所に移動式遊具を持ちこみ、プレイリーダーを中心として、子ども達の自由な発想を引き出し、

体を動かす、モノづくりを楽しむなど、非日常の遊びができる時間を提供します。 

次に、３つ目のテーマ、共に支えあうまちに係る主要な施策についてでございます。 

具体的な施策といたしまして、まず、子どもセンターの運営に係るものでございます。増加する児童虐待

や子どもや家庭をめぐる問題は複雑・多様化しており、それらの問題が深刻化する前の早期発見・早期対

応を図り、きめ細やかな援助が求められていることから、中核市で４例目となる児童相談所を設置するこ

とに合わせて、子どもの発達支援やその他の総合支援拠点として子どもセンターを本年４月より開設・運

営する経費でございます。母子保健や教育の分野などとも連携を密にするなど、中核市という強みを存分

に生かし、子どもの権利を守り、子育て家庭の不安を無くすことで、奈良市の子どもとその家庭の支援を

進めてまいります。 

また、子育て支援の観点から、本市では、中学卒業までの子に対する医療費の助成を順次拡大してまいり

ましたが、現行では、小学生・中学生の医療費については、いったん自己負担額をお支払いいただいた後

に、市から助成金を振り込む「自動償還方式」となっており、受診時において立替払いをしていただく状

況となっております。中核市６２市の中で、医療機関での立替払いが不要の「現物給付方式」の対象が未

就学児までとなっているのは本市を含めて３市のみとなっておりますが、今後は、受診時の負担を解消す

るため、「現物給付方式」の対象を中学生にまで拡大できるよう、準備を進めてまいります。 

次に、支援を必要とされている方々へのサポートとしまして、まず、医療的ケア児の支援でございます。

医療的ケアを必要とする子どもが親の付き添い無しで希望するこども園・保育所・幼稚園に通えるよう、

ケアを行う看護師を園に配置し、必要な施設改修等を行います。また、通常学級に在籍しながら、個人の

発達課題に沿って適切な支援を行うことができる通級指導教室について、ニーズが高まっていることから

順次拡大するとともに、発達知能検査体制を充実いたします。さらに、障害者等からの相談を一元化し、

適切な支援機関へのマッチング、支援を提供する事業所等への専門的助言・人材育成等を行う基幹相談支

援センターを設置し、今後の重層的支援体制の構築を見据えた相談体制を整備します。 

続きまして、本市の長年の課題でありました新斎苑、旅立ちの杜の運営でございます。動物炉１炉を含む

火葬炉１２炉を備えた新しい斎苑を運営していくため必要な予算を措置し、奈良の都の葬送の場として、

人生の終焉の場としてふさわしい斎苑といたします。 

最後に、４つ目のテーマ、新たな価値を生み出すまちに係る施策についてでございます。まず、鴻ノ池運

動公園・旧奈良監獄周辺のまちづくりでございます。法務省による旧奈良監獄保存・活用事業と連携する

とともに、企業版ふるさと納税制度等も活用することで、官民連携による運動公園の一体的な整備を行い、

エリア全体の活性化を目指します。また、ロートアリーナ奈良（中央体育館）につきましても、企業版ふ

るさと納税制度を活用し、施設改修をすることで機能向上を図るほか、ロートフィールド奈良（鴻ノ池陸

上競技場）は第１種公認継続と老朽化への対応、また、ロート奈良テニスコート（鴻ノ池コート）は経年

劣化への対応として改修工事を行い、施設の充実を図ることで、スポーツの活性化につなげてまいります。 

次に、環境対策の事業であります、循環型社会実現推進事業でございます。具体的には、2050 年カーボ

ンニュートラルの実現に向けて、地域資源を活用した最大限の再生可能エネルギーの導入が求められてお

りますが、その評価を行うとともに、2050 年度時点の温室効果ガス実質ゼロを目指すゼロカーボン戦略の

策定を行います。また、今年度より取り組んでおります給食残渣等のたい肥化につきまして、今後の本格

実施に向けて、地域資源の循環の仕組み構築を推し進めてまいります。ＣＯ２の排出削減にもつながる街

路灯のＬＥＤ化につきましては、平成２４年度から計画的に進めてまいりましたが、令和４年度を最終年

度とし完了する予定でございます。 

次にクリーンセンターの建設推進につきましては、関係自治体と緊密に連携し、様々なレベルでの協議や
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交渉、意見交換等を進め、施設整備基本計画等の策定やアクセス道路の整備検討等を進めてまいります。 

続いて、ＪＲ新駅周辺まちづくりでございます。ＪＲ新駅が設置される予定の八条・大安寺周辺地区は、

京奈和自動車道や西九条佐保線の整備を予定しており、交通結節点として大幅な機能向上が見込まれると

ころでございます。まちづくりのコンセプトを基本に奈良全体のイノベーションにつながるように、基盤

整備検討の調査や街路整備等を行い、奈良の玄関口としての交流を生み出し、新産業の創造や暮らしやす

いまちづくりを進めてまいります。次に、持続的な成長の実現としまして、今年１１月にまちびらきから

５０周年を迎える「平城・相楽ニュータウン」について、昨年度「平城・相楽ニュータウンパワーアップ

ビジョン」を取りまとめたところでございますが、来年度は木津川市・精華町や民間企業等とも連携しな

がら、さらに５０年後も見据えた、一体的なまちづくりに向け、ニュータウン再生に向けての事業手法や

組織体制について検討していきます。また、都市部のＩＴ・クリエイティブ企業の市内立地や集積に向け、

企業誘致をさらに推進いたします。そして、2025 年に開催予定の大阪・関西万博を通じて、本市の魅力を

発信し、市内の観光や産業への波及効果を目論みまして、大阪・関西万博との連携を促進いたします。 

次に、奈良市企業局の上下水道事業の予算につきましてご説明を申し上げます。 

まず、水道事業会計につきましては、和歌山市の水管橋崩落事故を教訓に、老朽施設の更新と耐震化をよ

り一層進め、安全で安心できる水道水の安定供給に努めてまいりますとともに、お客様サービスの向上や

さらなる経費の削減を図ってまいります。 

次に、下水道事業会計につきましては、令和２年５月分から使用料を改定させていただき、純利益を計上

しておりますが、依然として施設の維持管理費用や企業債の元利償還金等の固定的な費用が多額を占めて

いることから、さらなる企業努力に励んでまいります。 

以上、主要な施策の概要について、ご説明申し上げた次第であります。 

続きまして、以下、残余の案件につきましてご説明申し上げます。 

条例関係の主なものといたしまして、議案第３０号なら・まほろば景観まちづくり条例の一部改正につい

て及び議案第３１号奈良市屋外広告物条例の全部改正についてでございますが、奈良市景観計画の改正に

伴い、実効性向上の観点から、２つの条例に基づいて行われていた屋外広告物に係る規制を奈良市屋外広

告物等に関する条例に一元化するとともに、規制区域及び規制内容の再編、景観配慮型屋外広告物に係る

規定等の新設並びに屋外広告物の安全点検の義務化に係る規定を整備することにより、良好な屋外広告物

への誘導を図ろうとするものでございます。 

なお、その他の条例につきましては、個々の説明は省略をさせていただき、それらの詳細につきましては、

関係議案等によりご承知いただきますようお願い申し上げます。 

続きまして、議案第３６号包括外部監査契約の締結についてでございますが、地方自治法 第２５２条の

３６第１項の規定に基づき、公認会計士福竹徹氏と、１，２００万円を上限とする額で契約を締結しよう

とするものであります。 

次に、議案第３７号及び第３８号は、市道路線の廃止及び認定についてでございます。土地区画整理事業

による路線の起終点の変更などのため、２路線を廃止し、開発行為により新設された道路の引継ぎや土地

区画整理事業による路線の起終点の変更などのため、２１路線の認定を行うものでございます。 

次に、議案第３９号から第４１号の公の施設の指定管理者の指定についてでございます。地方自治法第２

４４条の２第３項の規定により、総合福祉センターなど３施設につきまして、それぞれの指定管理者及び

指定の期間を定めようとするものでございます。 

次に、議案第４２号児童自立支援施設の事務の委託に関する規約についてでございます。本市が児童相談

所設置市となることに伴い、児童自立支援施設の設置が必要となることから、児童自立支援施設の事務を

奈良県に委託するため、地方自治法第２５２条の１４第１項の規定により、協議して規約を定めるもので、
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同条第３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定に基づき、議会の議決を求めるもので

ございます。 

 

以上、ただいま一括上程になりました案件につきまして、その概要を申し上げた次第でございます。 

ご審議の上、ご議決を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。                

                         （以 上）  


